
 

船橋市認知症カフェ運営補助金交付要綱 

（目的） 

第１条 この要綱は、介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１５条の４５第２項第６号に

定める事業である、認知症になってもできる限り住み慣れた地域のよい環境で暮らし続けるこ

とができるよう、認知症の人及びその家族、地域住民、専門職等の誰もが気軽に集うことがで

きる認知症カフェを自主的に運営する取組み（ 以下「補助事業」という。）を支援することを

目的に交付する「船橋市認知症カフェ運営補助金（以下「補助金」という。）」に関して必要

な事項を定める。 

（定義） 

第２条 この要綱において認知症カフェとは、認知症の人とその家族、地域住民、専門職の誰も

が気軽に集うことができる場づくりや情報交換等を目的とする活動の拠点として自主的に運営

されるものであり、かつ、次の各号に掲げる要件を全て満たすものをいう。ただし、第２号か

ら第５号に掲げる要件にあっては、市長が必要があると認める場合は、この限りでない。 

(1) 主な活動内容は、アからカとする。 

ア カフェ形式に机や椅子等を配置し、認知症の人及びその家族等が気軽に集い、安心して

利用できる場を提供すること。  

イ 認知症に関する市の施策やサービスなどの情報を提供すること。 

ウ 利用者からの相談に対し、適切な支援を行うこと。 

エ 認知症に対する理解を深めるための講演会等の開催を行うこと。 

オ 介護者同士などが気軽に交流できること。 

カ 医療・介護サービス事業所が活動するにあたっては、認知症の人が補助事業の担い手と

なり、生きがいが持てるような環境づくりも行うこと。 

(2) 市内の利用者が参加しやすい場所（交通の便が良い、気軽に入りやすい等）で開設するこ

ととし、１０人以上の参加者が共に集えるスペースを確保すること。 

(3) 開設日は、日にち及び曜日を固定するなど工夫し次条第１号に掲げる団体等にあたっては

月１回以上、次条第２号に掲げる団体等にあたっては２月に１回以上定期的に開設すること

とし、１回あたりの開設時間は２時間３０分以上とすること。 

(4) 補助事業に携わる運営スタッフ数は３人以上とすること。 

(5) 認知症の人及びその家族からの相談に対応できる人員を月１回（２時間３０分以上）は１

名以上配置すること。 

(6) 地域包括支援センター、在宅介護支援センター及び介護サービス事業所等並びに地域の関

係者等と連携を図り、併せて、市民ボランティア（認知症サポーター及び市民）の参加を積

極的に促進し地域に開かれた場になるよう努めること。 

(7) 市の認知症施策や事業の企画、調整等を行う認知症地域支援推進員と連携を図り、円滑に

本事業を実施すること。 

(8) 認知症カフェの周知を行い、利用者の拡大に努めること。 

(9) 船橋市認知症カフェへの登録を併せて行い、船橋市ホームページ等で活動について公表す

ることを承諾すること。 

（補助対象者等） 

第３条 補助金の交付対象者は、第１号又は第２号の要件を満たした認知症カフェを運営する団



体又は組織（ 以下「団体等」という。）であり、かつ、第３号から第９号に掲げる要件を全て

満たす団体等とする。ただし、第７号に掲げる要件にあっては、市長が必要があると認める場

合は、この限りでない。 

(1) 市内に住所を有する又は事業所等を設置している社会福祉法人、医療法人等の法人格を有

する団体等で、医療又は介護の活動実績があること。 

(2) 市内に所在する地縁団体、ＮＰＯ法人又は市が認める団体等であること。 

(3) 継続的な活動を行うことが見込まれる団体等であること。 

(4) 宗教活動又は政治活動を主たる目的とした団体等でないこと。 

(5) 特定の公職者（候補者を含む。）又は政党を推薦し、もしくは支持し、又はこれらに反対

することを目的とした団体等でないこと。 

(6) 暴力団又は暴力団もしくは暴力団員の統制下にある団体等でないこと。 

(7) 団体等に課せられた市税を滞納していないこと。 

(8) 同一の団体等で、この要綱に基づく補助金を受ける年度に他の認知症カフェ運営に係る補

助金を受けていないこと。 

(9) この要綱に基づく補助金を受けたことがない団体等であること。 

（補助対象経費） 

第４条 補助金の交付対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、補助事業に直接要

する経費とする。ただし、次の各号に掲げる経費を除く。 

(1) 団体の運営に係る経費 

(2) 団体の構成員の人件費及び謝礼等 

(3) 団体の構成員による会合の飲食費等 

(4) 補助事業以外の経費と識別することが困難な経費 

(5) 前号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認める経費 

２ 前項の規定にかかわらず、国、県及び市の他の補助金等の交付を受けている経費は、補助対象

経費としない。 

（補助金の額等） 

第５条 補助金の額は、補助事業に要する経費の合計額から利用者負担金その他収入額を控除し

た額とし、予算（１０万円を限度とし、１，０００円未満の端数があるときは、これを切り捨

てた額)の範囲内で交付する。 

（補助金の交付申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者（ 以下「申請者」という。）は船橋市認知症カフェ運

営補助金交付申請書（第１号様式）に、次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければ

ならない。 

(1) 船橋市認知症カフェ運営実施計画書（第２号様式） 

(2) 収支予算書（第３号様式） 

(3) 団体等概要書（第４号様式） 

(4) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める資料 

２ 前項の提出は、市長が定める期間内に行わなければならない。 

３ 申請者は、前項の規定により申請するに当たって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に

係る仕入控除額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法（昭

和６３年法律第１０８号）の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及



び当該金額に地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の規定による地方消費税の税率を乗じて

得た金額をいう。以下「消費税仕入控除税額」という。）を減額して申請しなければならない。

ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額を明らかでないものについては、

この限りではない。 

（補助金の交付決定） 

第７条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、当該申請書の提出があった日

から、速やかにその内容を審査した上で助成の可否を決定し、その旨を船橋市認知症カフェ運

営補助金可否決定通知書（第５号様式）により、当該申請をした者に通知するものとする。 

２ 市長は、前項の規定による交付決定に際し、必要な条件を付すことができる。 

３ 市長は、前条第３号ただし書の規定による交付の申請がなされたものについては、交付金の額

の確定において当該交付金に係る消費税仕入控除税額を減額する旨の条件を付して、交付の決定

を行うものとする。 

（申請事項の変更等） 

第８条 前条の規定により交付の決定を受けた者（ 以下「補助事業者」という。）は、交付申請

書又は補助事業に要する経費、添付書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじ

め船橋市認知症カフェ運営補助金交付申請事業変更承認申請書（第６号様式）を市長に提出し、

その承認を得なければならない。 

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補

助金の交付の決定の内容を変更し、船橋市認知症カフェ運営補助金交付申請事業変更決定通知

書（第７号様式）により、当該届出をした者に通知することとする。  

（実績報告） 

第９条 補助事業者は、補助事業を完了後、２０日以内又は第７条の規定による可否決定がなさ

れた日の属する年度の３月３１日のいずれか早い日までに、船橋市認知症カフェ運営実績報告

書（第８号様式）に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。 

(1) 収支決算書（第９号様式） 

(2) 補助事業の実施に係る領収書又はこれに代わるものの写し 

(3) 実施状況を明らかにする資料（第１０号様式）及び事業を実施した詳細が分かる資料（パ

ンフレット、プログラム、ポスター、実施状況を写した写真等） 

(4) 前号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類 

２ 第６条第３項ただし書の規定により交付の申請がなされたものについては、補助事業者が前項

の規定による実績報告を行うに当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかな場合

には、当該消費税仕入控除税額を減額して報告しなればならない。 

（補助金の額の確定） 

第１０条 市長は、前条の実績報告書の提出があったときは、速やかに補助対象事業の完了を確

認し、その成果が交付決定の内容及び交付条件に適合すると認めたときは、既に行った交付決

定の額を確定させ、船橋市認知症カフェ運営補助金額の確定通知書（第１１号様式）を補助事

業者に送付するものとする。 

（補助金の請求及び交付） 

第１１条 補助事業者は、第１０条の規定により補助金の交付決定を受けたときは、市長に対し、

船橋市認知症カフェ運営補助金請求書（第１２号様式）により請求する。 

２ 市長は、前項の請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。 



３ 市長は、補助金の交付目的を達成するため必要があると認めるときは、第７条第１項の決定額

の２分の１を限度として前金払により補助金を交付することができる。 

（交付決定の取消し等） 

第１２条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全

部又は一部を取り消すことができる。 

(1) この要綱又は補助金の交付決定もしくはこれに付した条件に違反したとき。 

(2) 交付対象の事業を実施しなかったとき。 

(3) 第１項第２号に掲げるもののほか不正の事実が認められるとき。 

（補助金の返還） 

第１３条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、期限を定めて、当該補助金の全部又

は一部の返還を命ずるものとする。 

(1) 第９条の規定により提出を受けた実績報告の書類において、既に交付した補助金の額が補

助対象経費を上回ることが確認されたとき。 

(2) 前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消

しに係る部分に関し、既に補助金が交付されたとき。 

（経理状況） 

第１４条 補助事業者は、収支に関する帳票その他補助事業に係る諸記録を整備し、常に経理状

況を明らかにしておくとともに、市長が必要と認めるときは、その状況を報告しなければなら

ない。 

２ 前項の規定により作成した帳簿等は、補助事業の終了後２年間保存しなければならない。 

（調査等） 

第１５条 市長は、補助金に係る予算執行の適正を期するため必要があると認めるときは、補助

事業者に報告させ、又は職員に帳簿書類その他の物件を調査させることができる。 

（留意事項） 

第１６条 補助金の交付を受けようとする団体は、次に掲げる点に留意すること。 

(1) 個人情報保護法の規定等を踏まえ、利用者及びその家族等の個人情報やプライバシーの尊

重、保護に万全を期すものとし、正当な理由なくその業務によって知り得た秘密を漏らして

はならない。 

(2) 茶菓等を提供する際には衛生管理に留意すること。 

(3) 市民が認知症について正しい理解を深める場となるよう努めること。 

(4) 本補助事業に係る経費と他の事業に係る経費とを明確に区別すること。 

（消費税仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還） 

第１７条 補助事業者は、補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に

係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合（仕入控除税額が０円の場合を

含む。）は、船橋市認知症カフェ運営補助金に係る消費税仕入控除税額報告書（様式第１３号）

により速やかに、遅くとも補助事業完了日の属する年度の翌々年度の６月３０日までに市長に

報告しなければならない。ただし、当該補助金に係る消費税仕入控除税額を減額して実績報告

を行った場合には、この限りではない。 

なお、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部（又は一支社、一支所等）であっ

て、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部（又は本社、本所等）で消費税及び地方

消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。



また、当該補助金に係る消費税仕入控除税額があることが確定した場合には、当該仕入控除税

額を市に返還しなければならない。 

（事務所管） 

第１８条 この要綱に基づいて補助金に関する事務は、地域包括ケア推進課が所管する。 

（補足） 

第１９条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

 この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

  附 則 

  この要綱は、令和２年４月２４日から施行する。 

    附 則 

  この要綱は、令和２年６月１日から施行する。 

附 則 

  この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

  この要綱は、令和５年５月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第１号様式 

船橋市認知症カフェ運営補助金交付申請書 

年   月   日 

船橋市長 あて 

住 所           

                           氏 名           

連絡先（電話）       

                          法人にあっては、主たる事務所 

                          の所在地、名称及び代表者の氏名

         

令和 年度、船橋市認知症カフェ運営補助金の交付を受けることを希望するので、下記のとおり

関係書類を添えて申請します。 

                      記 

１ 事業の目的 

 

２ 事業の内容 

 

３ 事業の着手・完了予定年月日 

   着手   年  月  日      完了  年  月  日 

 

４ 交付を受けようとする補助金の申請額 

 

５ 関係書類 

(1) 船橋市認知症カフェ運営実施計画書（第２号様式） 

 (2) 収支予算書（第３号様式） 

 (3) 団体等概要書（第４号様式） 

 (4)  組織の運営に関する定め（定款、規約、会則等）及び会員名簿（任意様式） 

(5)  補助対象活動の内容及びその効果を説明する資料（任意様式） 

 

６ 消費税の適用に関する事項（該当するものに☑） 

 (1) 補助金交付額の算定 

□消費税額を補助対象経費に含めないで補助金交付額を算定 

 □消費税額を補助対象経費に含めて補助金交付額へ算定 

 ※確定申告により仕入税額控除した消費税に係る補助金相当額が確定後、「消費税仕入控除税

額報告書」の提出が必要となります（返還額が０円の場合も含む）。 

 (2)(1)で「消費税を補助対象経費に含めて補助金交付額を算定」を選択した理由 

 □免税事業者である 

 □簡易課税事業者である 

 □消費税法別表第３に掲げる法人等であって特定収入割合が５％を超える 

 □その他（                                 ） 

 



同意確認欄 

（１）又は（２）の要件を満たした認知症カフェを運営する団体又は組織（ 以下「団体等」と

いう。）であり、かつ、（３）から（１０）に掲げる要件を全て満たす団体であること及び補助

金の可否を決定するため、市職員が団体等に課せられた市税の収納状況等可否決定に必要な事項

を確認することに同意するうえ、補助金を申請します。 

(1) 市内に住所を有する又は事業所等を設置している社会福祉法人、医療法人等の法人格を有す

る団体等で、医療又は介護の活動実績があること。 

(2) 市内に所在する地縁団体、ＮＰＯ法人又は市が認める団体等であること。 

(3) 継続的な活動を行うことが見込まれる団体等であること。 

(4) 宗教活動又は政治活動を主たる目的とした団体等でないこと。 

(5) 特定の公職者（候補者を含む。）又は政党を推薦し、もしくは支持し、又はこれらに反対す

ることを目的とした団体等でないこと。 

(6) 暴力団又は暴力団もしくは暴力団員の統制下にある団体等でないこと。 

(7) 団体等に課せられた市税を滞納していないこと。 

(8) 同一の団体等で、この要綱に基づく補助金を受ける年度に他の認知症カフェ運営に係る補助

金を受けていないこと。 

(9)この要綱に基づく補助金を受けたことがない団体等であること。 

(10) 船橋市認知症カフェへの登録を併せて行い、船橋市ホームページ等で活動について公表する

ことを承諾すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第２号様式 

             船橋市認知症カフェ運営実施計画書         年  月  日  

                                        №.１ 

カフェの名称  

運 営 主 体  

 

 

 

 

事 業 内 容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

期間・時間 

 

 

 

                                              計     回 

 

会   場 

 

 

【建物名】  

 

【住 所】 船橋市 

 

 

運営スタッフ 

 

 

 

【スタッフ 計   名】 

 運営員    名   その他      名 

  うち資格を有しているスタッフの人数   名 

    ※医師（氏名）、看護師（氏名）、介護支援専門員（氏名）、 

   その他（      ）（氏名）  

 

参加者へ配慮 

 

 

（例）交通の便・駐車場の有無 

カフェの PR 

（１００文字

程度） 

 

（裏面もご覧ください。） 



船橋市認知症カフェ運営実施計画書               

No２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

間取り図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①建物全体の間取り図（カフェのフロア部分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②カフェを行う部屋の間取り図（②については部屋のサイズを記入） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第３号様式 

                     収 支 予 算 書              令和  年  月  日 

 カフェの名称                      

【収 入】 

１ 船橋市認知症カフェ運営補助金                 円  

２ 団体自己資金                  円  

３

か

ら

６

の

小

計 

３ 参加料収入 

 

＠     円×   人 

           円 

 

 

４ 本補助金以外の補助金                  円 ・ 

・ 

５ 企業等の協賛金・寄付金                  円 ・ 

・ 

６ その他（             ）                  円  

                  円  

A  合   計                  円  

                                 上記の積算額は（ 税込額  ・  税抜額 ）である。

【支 出】            

 
 
補 

助 

対 
象 

経 

費 

 

費目 支出内容 
（単価、人数、個数等の積算根拠） 

    金   額 

消耗品及び原材料費 

 

  

                円 

使用料 

 
  

               円 

印刷製本費   

             円 

通信費   

             円 

保険料   

             円 

報償費   
 

             円 

その他（             ）   

 

                円 

  
   補 助 対 象 経 費 合 計         B                               

 

                円 

対 
象 
外 
経

費 

 
                                                

C 

 

 

                円 

 
    総事業費（補助対象経費 B ＋ 対象外経費 C） D  

 
                円 



 
第４号様式 

団 体 等 概 要 書 
                                                       令和  年  月  日 

 フ リ ガ ナ    

 団 体 名 
 

  

 

 目的・活動 

設 立 経 緯 

 

   

 

 

 

 所 在 地 等 

 

 

〒  

  

TEL FAX 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ Ｅ-mail  

 設   立       年  月  日 

 所   管  

 加 盟 先  

 フ リ ガ ナ        役   職 

 代 表 者     

 

 会   員 

 

【会員 計   名】 

  正会員    名    準会員   名   賛助会員   名 

  その他(一般参加)     名 

 

 

 年 間 事 業 

 

 

 

  時  期          事   業   名  参加人数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 過 去 ３ 年 

 年 間 予 算 

     年 

         円 

     年 

          円 

     年 

          円 



第５号様式 

船橋市認知症カフェ運営補助金可否決定通知書 

第      号 

年  月  日 

           様 

船橋市長    ㊞ 

 

年  月  日付けで申請のありました船橋市認知症カフェ運営補助金交付申請について、船

橋市認知症カフェ運営補助金交付要綱第７条の規定により、下記のとおり決定したので通知します。 

 

記 

1 カフェの名称 

 

2 交付決定額         金             円 

 

3 内   訳 

費目 金額（円） 

消耗品及び原材料費 

 

 

使用料 

 
 

印刷製本費  

通信費  

保険料  

報償費  

その他（             ）  

合 計 

 

 

 

4 交付条件 

 申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでないものについては、補助金

の額の確定において当該補助金に係る消費税仕入控除税額を減額すること。 

 

 

 

 



第６号様式 

船橋市認知症カフェ運営補助金交付申請事業変更承認申請書 

 

年   月   日 

船橋市長 あて 

 

住 所           

                           

氏 名           

 

連絡先（電話）       

                          法人にあっては、主たる事務所 

                          の所在地、名称及び代表者の氏名

         

令和  年度、船橋市認知症カフェ運営補助金の交付の決定のあった件について、下記の理由に

よりその内容を変更したいので、船橋市認知症カフェ運営補助金交付要綱第８条の規定により、申

請します。 

 

記 

変更の理由・内容 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(注)  事業内容を変更する場合は、変更前の内容と変更後の内容等が比較対照できるよう資料を添付

すること。 



第７号様式 

船橋市認知症カフェ運営補助金交付申請事業変更決定通知書 

第      号 

年  月  日 

           様 

船橋市長    ㊞ 

 

年  月  日付けで申請のありました船橋市認知症カフェ運営補助金交付申請 事業変更

承認申請について、船橋市認知症カフェ運営補助金交付要綱第８条の規定により、下記のとおり

決定したので通知します。 

記 

 

1 カフェの名称 

 

2 交付決定額         金             円 

 

3 内   訳 

費目 金額（円） 

消耗品及び原材料費 

 

 

使用料 

 
 

印刷製本費  

通信費  

保険料  

報償費  

その他（             ）  

合 計 

 

 

 

4 その他 

 

 

 

 

 



第８号様式 

船橋市認知症カフェ運営実績報告書 

 

年  月  日 

 

船橋市長あて 

 

住 所           

                           

氏 名           

 

                連絡先（電話）                                                   

                     法人にあっては、主たる事務所                             

                      の所在地、名称及び代表者の氏名 

 

船橋市認知症カフェ運営補助金の対象となる活動を完了したので、下記のとおり関係書類を添え

て報告いたします。 

記 

 

１ カフェの名称 

 

２ 事業の着手・完了予定年月日 

   着手   年  月  日      完了   年  月  日 

 

３ 交付決定を受けた補助金額 

 

４ 関係書類 

(1) 収支決算書（第９号様式） 

(2) 補助事業の実施に係る領収書又はこれに代わるものの写し 

(3) 実施状況を明らかにする資料（第１０号様式） 

(4) 事業を実施した詳細が分かる資料（パンフレット、プログラム、ポスター、実施状況を写

した写真等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第９号様式 

                      収 支 決 算 書              令和  年  月  日 

 カフェの名称                      

【収 入】 

１ 船橋市認知症カフェ運営補助金                 円  

２ 団体自己資金                  円  

３

か

ら

６

の

小

計 

３ 参加料収入 

 

＠     円×   人 

           円 

 

 

４ 本補助金以外の補助金                  円  

５ 企業等の協賛金・寄付金                  円  

６ その他（             ）                  円  

                  円  

A 合   計                  円  

 

 

                                   上記の積算額は（ 税込額  ・  税抜額 ）である。 

【支 出】            

 
 
補 

助 

対 
象 

経 

費 

 

費目 支出内容 
（単価、人数、個数等の積算根拠） 

    金   額 

消耗品及び原材料費 

 

  

 

                円 

使用料 

 
  

               円 

印刷製本費   

             円 

通信費   

             円 

保険料   

             円 

報償費   
 

             円 

その他（             ）   

 

                円 

  
   補 助 対 象 経 費 合 計         B                               

 

                円 

対 
象 
外 
経

費 

  
 

                                                
C 

 

 

                円 

 
    総事業費（補助対象経費 B ＋ 対象外経費 C） D  

 
                円 



第１０号様式 

              実施状況を明らかにする資料                    年 月 日 

カフェの名称  運 営 主 体  

 

事 業 内 容 

 

 

 

 

期間・時間 

 

 

月日 曜日 時間 会場 参加者数 参加者内訳 

月  日     ～   被介護者  介護者  地域住民  専門職  その他  

月  日     ～   被介護者  介護者  地域住民  専門職  その他  

月  日     ～   被介護者  介護者  地域住民  専門職  その他  

月  日     ～   被介護者  介護者  地域住民  専門職  その他  

月  日     ～   被介護者  介護者  地域住民  専門職  その他   

月  日     ～   被介護者  介護者  地域住民  専門職  その他  

月  日     ～   被介護者  介護者  地域住民  専門職  その他  

月  日     ～   被介護者  介護者  地域住民  専門職  その他  

月  日     ～   被介護者  介護者  地域住民  専門職  その他  

月  日     ～   被介護者  介護者  地域住民  専門職  その他  

月  日     ～   被介護者  介護者  地域住民  専門職  その他  

月  日     ～   被介護者  介護者  地域住民  専門職  その他  

                                                                               計     回 

 

運営スタッフ 

 

【スタッフ 計   名】     運営員    名   その他      名 

     うち資格を有しているスタッフの人数   名 

    ※医師（氏名     ）、看護師（氏名     ）、介護支援専門員（氏名     ）、その他（      ）（氏名     ）   

 その他、事業を実施した詳細が分かる資料（パンフレット、プログラム、ポスター、実施状況写真等）を添付してください。 



第１１号様式 

船橋市認知症カフェ運営補助金額の確定通知書 

第      号 

年  月  日 

           様 

船橋市長    ㊞ 

 

年  月  日付けで実績報告のありました船橋市認知症カフェ運営補助金について、船橋市

認知症カフェ運営補助金交付要綱第１０条の規定により、下記のとおり確定したので通知します。 

 

記 

1 カフェの名称 

 

2 交付決定額          金          円 

 

3  概算払額           金          円 

 

4  交付確定額          金          円 

 

5 内   訳 

費目 金額（円） 

消耗品及び原材料費 

 

 

使用料 

 
 

印刷製本費  

通信費  

保険料  

報償費  

その他（             ）  

合 計 

 

 

 

5 その他 

 

 



第１２号様式 

船橋市認知症カフェ運営補助金請求書 

 

年   月   日 

船橋市長 あて 

 

住 所            

                          

氏 名          ㊞ 

 

連絡先（電話）                                 

法人にあっては、主たる事務所                           

の所在地、名称及び代表者の氏名 

 

年   月   日付け船地ケア第   号で決定のあった補助金を下記のとおり交付してくだ

さい。 

 

記 

 

１ 決 定 額                    円 

 

２ 概算払額                    円 

 

３ 請 求 額                    円 

 

４ 送 金 先 

銀行名  支店名  

預金種別 普通・当座・その他（     ） 口座番号  

（フリガナ）    

口座名義人    

※振込先の口座名義が代表者名と異なる場合は、委任状が必要です。 

 

 

 

 

 



 

第１３号様式 

 

船橋市認知症カフェ運営補助金に係る消費税仕入控除税額報告書 

 

年  月  日 

 

船橋市長あて 

住 所            

                          

氏 名           

 

連絡先（電話）                                 

法人にあっては、主たる事務所                           

の所在地、名称及び代表者の氏名 

 

   年   月   日付け船地ケア第   号により交付決定のあった船橋市認知症カフェ運

営補助金について、下記のとおり報告します。 

 

記 

 

１ 補助金交付確定額                     円 

 

２ 確定申告により確定した船橋市認知症カフェ運営補助金に係る消費税及び消費税に係る仕入控

除税額（※消費税の申告義務がない場合も０円と記載すること） 

                               円 

 

 ※０円の場合はその理由について☑ 

   □ 消費税の申告義務がない 

   □ 簡易課税方式による申告を行っている 

   □ 消費税法別表第３に掲げる法人等であって特定収入割合が５％を超える 

   □ その他（返還額算出シートによる計算の結果、返還額が０円だった場合など） 

 

３ 添付資料 

・返還額算出シート 

（申告義務のない、簡易課税方式、消費税法別表第３号に掲げる法人等であって特定収入割合が

５％を超える事業者は添付不要） 


